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1.10 再認定自動化手作業対象者リスト

1.10.1 概要

要件

ンライン入力による再認定処理が必要な者を出力する。

出力時期

月次（諸変更取消締切日から4営業日後）

ランナンバー

VA1520

1.10.2 処理方法

出力条件

下記の①～④のいずれかに該当する場合 出力する。

再認定対象の支援給付金原簿が額根拠値の手入力を行っている場合

再認定対象の支援給付金原簿の認定年月日が手入力されている場合②

再認定対象の支援給付金原簿が認定年月日の手入力を行っているか判断できない

場合

③

再認定を行った場合、支援給付金支給期間が支給サイクルを跨いで変更となる場合④

(2) 処理内容

額根拠値手入力対象者

機械的に再認定処理を行うことができないため、額根根拠値を指定してオンライン

入力により再認定処理を行う。

①

認定年月日手作業入力者

再認定により支給開始月に変動がある場合、機械的に再認定処理を行うことができ

ないため、認定年月日を指定してオンライン入力により再認定処理を行う。

②

認定年月日手作業判断不可能者

再認定対象の支援給付金原簿の認定年月日が機械算出されたものか手作業により

入力されたものかシステムで判断できない場合、機械的に再認定処理を行うことが

できないため、認定年月日を指定してオンライン入力により再認定処理を行う。

③

認定年度変動者

再認定により支給サイクルを跨いで認定年月日が変動する場合、機械的に再認定処

理を行うことができないため、年金支給状況を確認し、再認定対象原簿を原簿取消

した上で改めてオンライン入力により認定処理を行う。

④

再認定自動化手作業対象者リスト リスト処理 1.10 - (1)

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 1.10 - (2) 再認定自動化手作業対象者リスト

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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1.11 再認定自動化請求内容確認者リスト

1.11.1 概要

要件

目視により対象者の請求書登録状態や年金支払先等を確認した上で、必要に応じてオン

イン入力により再認定処理を行う必要のある者を出力する。

出力時期

月次（諸変更取消締切日から4営業日後）

ランナンバー

VA1525

1.11.2 処理方法

(1) 出力条件

下記の①～④のいずれかに該当する場合に出力する。

再認定対象の支援給付金原簿について、請求期間の重複する請求書が既に登録され

ている場合

①

年金の支払方法が外国送金指定となっている場合②

所得要件不該当となる場合③

年金要件不該当となる場合④

(2) 処理内容

請求書登録状況要確認

請求書の登録状況を確認し、必要に応じてオンライン入力により再認定処理を行

う。

①

年金支払先要確認

年金の支払先を確認し、必要に応じてオンライン入力により再認定処理を行う。

②

所得状況要確認

所得要件を満たしておらず機械的に再認定処理を行うことができないため、所得情

報を確認の上、必要に応じてオンライン入力により再認定処理を行う。

③

年金支給状況要確認

年金要件を満たしておらず機械的に再認定処理を行うことができないため、年金支

給状況を確認の上、必要に応じてオンライン入力により再認定処理を行う。

④

再認定自動化請求内容確認者リスト リスト処理 1.11 - (1)

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 1.11 - (2) 再認定自動化請求内容確認者リスト

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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1.12 再認定前50TR未反映者リスト

1.12.1 概要

(1) 要件

再認定後の支援給付金原簿への不該当処理を促すために出力する。

(2) 出力時期

月次（機械作成した再認定請求書の認定処理日）

(3) ランナンバー

VA1605

1.12.2 処理方法

(1) 出力条件

不該当処理済の支援給付金原簿を再認定した結果、再認定後の支援給付金原簿に不該当

処理がされていない者を出力する。

(2) 処理内容

対象者の年金支給状況を確認の上、必要に応じてオンライン入力により不該当処理を行

う。

再認定前50TR未反映者リスト リスト処理 1.12 - (1)

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 1.12 - (2) 再認定前50TR未反映者リスト

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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1.13 請求書一括登録手作業対象者リスト

1.13.1 概要

要件

請求書一括登録処理の対象者のうち、オンライン入力による請求書登録が必要な者を出

力する。

出力時期

月次（諸変更取消締切日から7営業日後の週の 終営業日）

※７営業日後が週の 終営業日の場合は、翌週の 終営業日

ランナンバー

VA2255

1.13.2 処理方法

(1) 出力条件

公的年金支払額情報（源泉徴収サブシステムの年金額情報）が、年金ＤＢから集計

した年金支払額と一致しない場合

①

認定事故となった請求書の認定年度が、公的年金支払額情報の管理対象年度外であ

る場合

②

支援給付金の認定元となる年金が存在しない場合③

遡及改定分の年金の支払が保留・差止めとなったまま6か月を経過した場合④

認定事故となった請求書が認定年度（請求年度）を指定していた場合⑤

(2) 処理内容

公的年金支払額エラー者

源泉徴収サブシステムから回付された公的年金支払額と年金ＤＢ上の年金支払額

の金額が不一致となる場合、機械的に認定処理を行うことができないため、所得情

報を確認の上、オンライン入力により認定処理を行う。

①

機械対応対象年度超過者（直近３年以上前の年度の認定処理）

直近３年以上前の年度の認定処理の場合、機械的に認定処理を行うことができない

ため、所得情報を確認の上、オンライン入力により認定処理を行う。

②

認定元年金なし

支援給付金の認定元年金となる年金がない場合、機械的に認定処理を行うことがで

きないため、年金支給状況を確認の上、オンライン入力により認定処理を行う。

③

遡及支払分が保留・差止め中

年金が前回の支払サイクルの諸変更取消締切日時点で支払保留又は差止め中の者

は、遡及改定分の年金の支払が支払保留・差止めとなっているため、遡及支払分の

公的年金支払額情報が作成されない。そのため、所得額を確認の上、オンライン入

力により認定処理を行う。

④

請求年度手入力者⑤

請求書一括登録手作業対象者リスト リスト処理 1.13 - (1)

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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機械的に認定処理を行うことができないため、請求年度を指定してオンライン入力

により認定処理を行う。

リスト処理 1.13 - (2) 請求書一括登録手作業対象者リスト

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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1.14 請求書登録ＢＭＰエラーリスト

1.14.1 概要

(1) 要件

請求書の一括登録処理がエラーとなり請求書の作成が行われなかった場合、請求書登録

内容の確認とオンライン入力による請求書登録を促すために出力する。

(2) 出力時期

週次（ 終営業日）

(3) ランナンバー

VA1645

1.14.2 処理方法

(1) 出力条件

請求書一括登録ＢＭＰにおいて請求書登録データの項目エラーが発生した場合に出力

する。

(2) 処理内容

ＢＭＰエラーコードに応じてオンライン入力による認定処理を行う。

M512＝請求項目単独チェックエラー

請求書の内容を確認し、オンライン入力による認定処理を行う。

・

M532＝請求項目相関チェックエラー

請求書の内容を確認し、オンライン入力による認定処理を行う。

・

M835＝所得情報未収録エラー

所得情報を確認し、オンライン入力による認定処理を行う。

・

M838＝年金口座収録内容エラー

年金支払先を確認し、オンライン入力による認定処理を行う。

・

M859＝認定年度算出エラー

請求書の内容を確認し、オンライン入力による認定処理を行う。（認定年月日の算

出において発生するエラー）

・

請求書登録ＢＭＰエラーリスト リスト処理 1.14 - (1)

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 1.14 - (2) 請求書登録ＢＭＰエラーリスト

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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1.15 遡及改定認定事故者40TRリスト

1.15.1 概要

(1) 要件

遡及改定による認定事故となってから認定処理完了までの間に、年金の支払先が変更さ

れた場合、支援給付金の支払先についても変更が必要となるため支払先の変更を促すた

めに出力する。

(2) 出力時期

月次（機械作成した遡及改定による認定事故者の請求書の認定処理日）

(3) ランナンバー

VA1620

1.15.2 処理方法

出力条件

遡及改定による認定事故となってから認定処理完了までの間に、年金の支払先が変更さ

れた場合に出力する。

処理内容

年金の支払先を確認し、必要に応じてオンライン入力により支援給付金の支払先の変更

を行う。

遡及改定認定事故者40TRリスト リスト処理 1.15 - (1)

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 1.15 - (2) 遡及改定認定事故者40TRリスト

経
常
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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4.11 団共・都共支払機関変更手作業者リスト

4.11.1 概要

(1) 要件

各共済組合から提供される支援給付金共済認定者年金情報（78通知）において、地方職

員共済組合団体共済部・東京都職員共済組合からゆうちょ銀行への支払機関変更情報が

提供された場合に出力する。

(2) 出力時期

月次

(3) ランナンバ

VM8901

4.11.2 処理方法

(1) 出力条件

地方職員共済組合団体共済部・東京都職員共済組合からゆうちょ銀行への支払機関変更

情報が提供された者を出力する。

(2) 処理内容

地方職員共済組合団体共済部・東京都職員共済組合から提供されるゆうちょ銀行の口座

情報は、機構の管理体系と異なっているため、リストを基に読替え（ゆうちょ銀行サイ

トを利用）を行った上で支払機関変更を入力する。

団共・都共支払機関変更手作業者リスト リスト処理 4.11 - (1)

諸
変
更
処
理
に
係

る
リ
ス
ト
処
理

（
月
次
）

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 4.11 - (2) 団共・都共支払機関変更手作業者リスト

諸
変
更
処
理
に
係

る
リ
ス
ト
処
理

（
月
次
）

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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4.12 口座名義登録BMPエラーリスト

4.12.1 概要

(1) 要件

各共済組合から提供される給付金共済認定者年金情報（78通知）において「口座名義カ

ナ、金融機関情報」に変更があり、システムで変更処理を実施したところエラーとなっ

た場合、オンライン入力による変更を促すために出力する。

(2) 出力時期

月次

(3) ランナンバ

VU0950

4.12.2 処理方法

(1) 出力条件

システムでの変更処理において、支援給付金原簿なし、口座名義カナ不正又は再認定中

の場合に出力する。

(2) 処理内容

エラー内容、年金及び支援給付金原簿を確認の上、必要に応じてオンライン入力による

変更を行う。

口座名義登録BMPエラーリスト リスト処理 4.12 - (1)

諸
変
更
処
理
に
係

る
リ
ス
ト
処
理

（
月
次
）

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 4.12 - (2) 口座名義登録BMPエラーリスト

諸
変
更
処
理
に
係

る
リ
ス
ト
処
理

（
月
次
）

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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7.8 一括認定エラーファイル

7.8.1 概要

(1) 要件

簡易な給付金請求書（はがき型）の一括認定処理において、エラーとなり認定処理がで

きなかった場合に出力する。

(2) 出力時期

週次（第二営業日）

(3) ランナンバ

VA7820

7.8.2 処理方法

(1) 出力条件

エラーコード別の出力条件は以下のとおり。

E302エラー

【年金給付】受付進捗管理システムから回付された基礎年金番号と一致する基礎年

金番号の簡易な給付金請求書（はがき型）の送付情報がない。

①

E303エラー

簡易な給付金請求書（はがき型）送付時の支援給付金種別と別の種別で請求があ

り、システムによる認定処理ができない。

②

E305エラー

【年金給付】受付進捗管理システムから回付された簡易な給付金請求書（はがき型）

の受付年月日が実在日でない。

③

E311エラー

支援給付金種別が異なる請求書が複数存在する。

④

E321エラー

基礎年金番号が、オール０、オール９、オールスペースのいずれかである。

⑤

E333エラー

一括認定処理時に認定事故の当年度請求書が存在する。

⑥

E335エラー

一括認定処理時に認定事故の前年度請求書が存在する。

⑦

E336エラー

当年度の支援給付金原簿が存在するが、認定月が早くなる可能性がある請求書が存

在する。

⑧

E337エラー

当年度の支援給付金原簿が存在するが、システム的に認定月が早くなるか判定不

能。

⑨

E341エラー⑩

一括認定エラーファイル リスト処理 7.8 - (1)

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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【年金給付】受付進捗管理システムから回付された二次元コード作成年月が前年度

以前である。

E501エラー

年金側が３期連続で振込不能（支払保留「１」）の状態である。

⑪

(2) 処理内容

エラーコード別の処理内容は以下のとおり。

E302エラー

年金及び支援給付金原簿を確認の上、必要に応じてオンライン入力により請求書入

力を行う。

①

E303エラー

請求書送付時と請求書の受付時、どちらの支援給付金種別が正しいかを年金原簿に

おいて確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

②

E305エラー

請求書の受付年月日を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

③

E311エラー

認定すべき支援給付金種別を年金原簿で確認し、オンライン入力により請求書入力

を行う。

④

E321エラー

正しい基礎年金番号を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑤

E333エラー

請求書の処理要否を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑥

E335エラー

請求書の処理要否を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑦

E336エラー

請求書の処理要否を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑧

E337エラー

請求書の処理要否を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑨

E341エラー

請求書の処理要否を確認し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑩

E501エラー

直近で支払機関変更届が提出されていないことを確認した上で、提出がない場合、

支援給付金原簿に支払保留解除を入力する。（提出がある場合は、年金原簿に支払

機関変更が入力されたのちに、支援給付金原簿にも支払機関変更が処理されたこと

を確認し、支払保留解除を入力する。）

⑪

リスト処理 7.8 - (2) 一括認定エラーファイル

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）

131 / 157



7.9 一括認定エラー一覧表

7.9.1 概要

(1) 要件

簡易な給付金請求書（はがき型）の一括認定処理において、請求書が認定事故となった

場合に出力する。

(2) 出力時期

週次（第二営業日）

(3) ランナンバ

VA9926（週次）

VA9929（年次）

7.9.2 処理方法

(1) 出力条件

事故コード別の出力条件は以下のとおり。

事故コード01

認定処理時点で認定元年金の住所が国外居住となっている者

①

事故コード02

認定元年金の支払方法が外国送金となっている者

②

事故コード03

審査待ちとなっているが、初回認定処理日から3か月経過した者

③

事故コード05

認定年月日が認定元年金の遡及限度年月日より前の日付である者

④

事故コード11

認定元年金が死亡失権している者

⑤

事故コード21

認定処理に使用できる所得・世帯情報がない者

⑥

事故コード22

認定元年金が三共済額投入者

⑦

事故コード23

【事由：00】

郵便番号と住所の相関が合わない者

【事由：01、04】

老齢基礎年金が全額停止となっている者

【事由：07】

認定元となる年金が老齢基礎年金（115X）で、老齢基礎年金が未裁定である者

⑧

(2) 処理内容

事故コード別の処理内容は以下のとおり。

一括認定エラー一覧表 リスト処理 7.9 - (1)

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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事故コード01

認定年月日時点での居住地を確認する。

認定年月日時点で国内居住者の場合、支援給付金請求書の入力を取り消し、オン

ライン入力により請求書入力（認定決定）を行い、必要に応じて国外居住となっ

た時点で不該当処理を行う。

・

認定年月日時点で国外居住者の場合、支援給付金請求書の入力を取り消し、オン

ライン入力により請求書入力（不該当決定）を行う。

・

①

事故コード02

認定年月日時点での居住地を確認する。

認定年月日時点で国内居住者の場合、支援給付金請求書の入力を取り消し、オン

ライン入力により金融機関情報を確認した上で請求書入力（認定決定）を行い、

必要に応じて国外居住となった時点で不該当処理を行う。

・

認定年月日時点で国外居住者の場合、支援給付金請求書の入力を取り消し、オン

ライン入力により請求書入力（不該当決定）を行う。

・

②

事故コード03

年金原簿を確認の上、支援給付金請求書の入力を取り消し、オンライン入力により

請求書入力を行う。

③

事故コード05

認定年月日を確認し、支援給付金請求書の入力を取り消し、オンライン入力により

請求書入力を行う。

④

事故コード11

支援給付金請求書の入力を取り消し、【年金給付】受付進捗管理システムのステー

タスを「処理不要」に更新する。

⑤

事故コード21

支援給付金請求書の入力を取り消し、所得・世帯情報を確認の上、オンライン入力

により請求書入力を行う。

⑥

事故コード22

認定元年金が三共済額投入者のため、納付月数等がシステムでの認定処理時に取得

できないことから、納付月数等を確認した上で、支援給付金請求書の入力を取り消

し、オンライン入力により請求書入力を行う。

⑦

事故コード23

【事由：00】

　郵便番号と住所を確認した上で、支援給付金請求書の入力を取り消し、オンライ

ン入力により請求書入力を行う。

【事由：01、04】

年金原簿を確認の上、支援給付金請求書の入力を取り消し、オンライン入力により

請求書入力を行う。

⑧

リスト処理 7.9 - (2) 一括認定エラー一覧表

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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【事由：07】

老齢基礎年金が裁定されたことを確認の上、支援給付金請求書の入力を取り消し、

オンライン入力により請求書入力を行う。

一括認定エラー一覧表 リスト処理 7.9 - (3)

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 7.9 - (4) 一括認定エラー一覧表

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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7.10 一括認定時死亡該当者ファイル

7.10.1 概要

(1) 要件

簡易な給付金請求書（はがき型）の一括認定処理において、確認が必要な対象者につい

て出力する。

(2) 出力時期

週次（第二営業日）

(3) ランナンバ

VA9563

7.10.2 処理方法

(1) 出力条件

認定年月日から一括認定処理日時点までに死亡失権している者（認定時に支援給付金原

簿に死亡失権が処理される者）を出力する。

(2) 処理内容

年金原簿に既に未支給処理がされているかを確認し、必要に応じて未支払給付金支払処

理を行う。

一括認定時死亡該当者ファイル リスト処理 7.10 - (1)

一
括
認
定
処
理
に

係
る
リ
ス
ト
処
理
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リスト処理 7.10 - (2) 一括認定時死亡該当者ファイル
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8.1 継続認定トランズエラーファイル

8.1.1 概要

(1) 要件

継続認定処理において、改定記録の作成がエラーとなった者について改定記録のオンラ

イン入力を促すために出力する。

(2) 出力時期

年次①

週次（第二営業日）②

(3) ランナンバー

VA7917①

VA1901②

8.1.2 処理方法

(1) 出力条件

継続認定処理時にエラーとなった改定記録がある場合に出力する。

(2) 処理内容

年金及び支援給付金原簿を確認の上、手作業により改定記録を入力する。ただし、既に

オンライン入力等で改定記録が入力されている場合は入力不要。

令和5年 8月31日

継続認定トランズエラーファイル リスト処理 8.1 - (1)
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続
認
定
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に
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る
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ス
ト
処
理

機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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リスト処理 8.1 - (2) 継続認定トランズエラーファイル
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機密性２完全性２可用性２（年金給付部） 【別添３】（別紙１）
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